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第
一
章

総
則

（
目
的
）こ

の
規
定
は
、
大
学
の
設
置
等
の
認
可
に
係
る
審
査
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

第
一
条

る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
か
つ
円
滑
な
審
査
の
実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

こ
の
規
定
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

第
二
条

ろ
に
よ
る
。

手

続

規

則

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則

(1)

（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
。

留

意

事

項

手
続
規
則
第
十
三
条
に
基
づ
く
、
認
可
を
受
け
た
者
が
設
置
計
画
を
履
行

(2)

す
る
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項
。

終

判

定

審
査
案
件
に
関
し
文
部
科
学
大
臣
が
認
可
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
可
」

(3)

又
は
「
不
可
」
の
判
定
を
行
う
こ
と
。

是

正

意

見

審
査
の
結
果
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八

(4)

号
）
等
の
法
令
に
抵
触
す
る
、
又
は
書
類
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
事
項
が

あ
り
、
申
請
者
に
対
し
て
申
請
内
容
の
修
正
を
求
め
る
意
見
。
対
応
が
不
十

分
な
場
合
に
は
、

終
判
定
を
「
不
可
」
と
す
る
、
又
は

終
判
定
を
保
留

し
て
審
査
を
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。

改

善

意

見

審
査
の
結
果
、
大
学
設
置
基
準
等
の
法
令
に
抵
触
す
る
疑
い
が
あ
る
、
又

(5)

は
改
善
を
強
く
求
め
る
事
項
が
あ
り
、
申
請
者
に
対
し
て
申
請
内
容
の
修
正

を
求
め
る
意
見
。

要

望

意

見

審
査
の
結
果
、
改
善
を
求
め
る
事
項
が
あ
り
、
申
請
者
に
対
し
て
回
答
を

(6)

求
め
る
意
見
。

そ
の
他
意
見

審
査
の
結
果
、
改
善
が
望
ま
れ
る
事
項
が
あ
り
、
申
請
者
に
対
し
て
こ
れ

(7)

を
通
知
す
る
意
見
。

（
通
則
）

審
査
は
、
大
学
設
置
基
準
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

第
三
条

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短
期
大
学
設
置
基

準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部

省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
及

び
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ

い
て
行
う
。

２

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
等
を
十
分
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

３

審
査
の
過
程
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
新
た
な
意
見
を
付
し
、
又
は
よ
り
強
い
意
見
に
変

更
す
る
こ
と
を
行
わ
な
い
。

４

審
査
は
、
書
面
、
面
接
又
は
実
地
に
よ
り
行
う
。

５

分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
適
当
と
認
め
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
審
査
過
程
の
一
部
を
省
略

又
は
変
更
し
て
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

分
科
会
長
は
、
審
査
案
件
に
よ
り
審
議
事
項
を
各
審
査
会
（
特
別
審
査
会
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
付
託
す
る
。

７

分
科
会
長
は
、
審
査
案
件
に
係
る
教
員
組
織
、
教
育
課
程
等
の
審
査
を
各
専
門
委
員
会
に
付
託

す
る
。

（
組
織
）審

査
は
、
審
査
案
件
ご
と
に
以
下
の
組
織
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
四
条

１

分
科
会

分
科
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
案
件
の

終
判
定
を
行
う
。

(1)
①

大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
設
置

②

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
又
は
私
立
の
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置

③

大
学
の
大
学
院
の
設
置
、
大
学
院
の
研
究
科
若
し
く
は
研
究
科
の
専
攻
の
設
置
又
は
大
学

の
大
学
院
の
研
究
科
の
専
攻
に
係
る
課
程
の
変
更

④

高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置

⑤

大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設

分
科
会
は
、
私
立
の
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
に
つ
い
て

(2)
の
審
査
案
件
の
審
査
及
び
判
定
を
行
う
。

２

審
査
会

各
審
査
会
は
、
１

①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
審
査
案
件
の
審
査
を
行
う
。

(1)

(1)

通
信
教
育
の
開
設
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
通
信
教
育
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
専
門
委

(2)
員
を
配
置
し
て
審
査
を
実
施
す
る
。

３

専
門
委
員
会

各
専
門
委
員
会
は
、
１

①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
審
査
案
件
に
つ
い
て
、
申
請
書
に
基
づ

(1)

(1)

い
て
、
教
員
組
織
、
教
育
課
程
及
び
履
修
方
法
そ
の
他
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
書
面
審
査
を
行



い
、
そ
の
結
果
を
関
係
の
審
査
会
に
報
告
す
る
。

各
専
門
委
員
会
は
、
専
任
教
員
に
関
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
審
査
を
行
う
。

(2)
①

職
位
（
教
授
、
准
教
授
、
講
師
又
は
助
教
）
及
び
授
業
科
目
の
担
当
の
適
格
性

②

大
学
院
に
お
け
る
「
研
究
指
導
教
員
」
又
は
「
研
究
指
導
補
助
教
員
」
の
適
格
性

③

大
学
設
置
基
準
別
表
第
一
イ
備
考
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
く
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
又

は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
専
攻
ご
と
に
置
く
者
と
さ
れ
る
教
員
の

要
件
及
び
専
任
教
員
全
体
に
占
め
る
割
合

４

運
営
委
員
会

運
営
委
員
会
は
、
審
査
会
が
作
成
し
た
判
定
案
の
調
整
等
を
行
う
。

（
守
秘
義
務
及
び
利
益
相
反
）

前
条
に
規
定
す
る
組
織
の
構
成
員
は
、
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
審
査
の
過
程
に

第
五
条

お
い
て
取
得
し
た
一
切
の
情
報
を
、
口
頭
及
び
そ
の
他
の
手
段
を
用
い
て
漏
ら
さ
な
い
も
の
と
す

る
。

２

前
条
に
規
定
す
る
組
織
の
構
成
員
は
、
自
己
、
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の
一
身

上
に
関
す
る
案
件
又
は
自
己
の
関
係
す
る
学
校
若
し
く
は
学
校
法
人
等
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て

は
、
当
該
組
織
に
お
け
る
審
査
（
書
面
、
面
接
、
実
地
の
別
を
問
わ
な
い
。
）
に
参
画
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

第
二
章

審
査

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
に
係
る
審
査

第
六
条

１

審
査
期
間

審
査
期
間
は
、
開
設
年
度
の
前
年
度
の
五
月
か
ら
十
一
月
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
で
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
査
方
針
の
決
定

分
科
会
又
は
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
審
査
案
件
ご
と
に
担
当
す
る
審
査
会
及
び
専
門
委
員

(1)
会
を
決
定
す
る
。

分
科
会
又
は
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
学
校
の
目
的
及
び
大
学
院
の
課
程
の
目
的
に
応
じ
た

(2)
審
査
の
観
点
を
定
め
る
。

分
科
会
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
、
参
考
人
の
委
嘱
を
決
定
す
る
。

(3)
３

全
体
計
画
審
査

専
門
委
員
会

(1)

認
可
申
請
書
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
審
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
是
正
意
見
、

改
善
意
見
、
要
望
意
見
又
は
そ
の
他
意
見
を
付
し
、
審
査
意
見
案
と
し
て
ま
と
め
る
。

審
査
会

(2)

①

認
可
申
請
書
及
び
専
門
委
員
会
の
審
査
意
見
案
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
審
査
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
是
正
意
見
、
改
善
意
見
、
要
望
意
見
又
は
そ
の
他
意
見
を
付
し
、
審

査
意
見
と
し
て
ま
と
め
る
。

②

申
請
者
に
対
し
て
審
査
意
見
を
伝
達
し
、
審
査
意
見
を
踏
ま
え
た
認
可
申
請
書
の
補
充
又

は
訂
正
（
以
下
「
補
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
は
、
４
の
審
査
ま
で
に
追
加
書
類
の
提

出
を
求
め
る
。

③

書
面
に
よ
る
審
査
に
加
え
、
詳
細
な
審
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
面
接
に

よ
る
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
次
専
門
審
査
・
教
員
審
査

専
門
委
員
会

(1)
①

３

で
求
め
た
追
加
書
類
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
審
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま

(2)

え
、
是
正
意
見
、
改
善
意
見
、
要
望
意
見
又
は
そ
の
他
意
見
を
付
し
、
審
査
意
見
案
と
し
て

ま
と
め
る
。

②

教
員
個
人
調
書
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
審
査
を
行
い
、
教
員
の
資
格
を
判
定
す
る
。

審
査
会

(2)
①

審
査
意
見
案
に
基
づ
き
書
面
審
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
是
正
意
見
、
改
善

意
見
、
要
望
意
見
又
は
そ
の
他
意
見
を
付
し
、
審
査
意
見
と
し
て
ま
と
め
る
。

②

申
請
者
に
対
し
て
審
査
意
見
及
び
教
員
の
資
格
審
査
の
判
定
結
果
を
伝
達
し
、
審
査
意
見

を
踏
ま
え
た
認
可
申
請
書
の
補
正
が
あ
る
場
合
は
、
５
の
審
査
ま
で
に
補
正
申
請
書
の
提
出

を
求
め
る
。

③

書
面
に
よ
る
審
査
に
加
え
、
詳
細
な
審
査
又
は
視
認
に
よ
る
確
認
が
必
要
と
認
め
る
場
合

に
は
、
以
下
の
観
点
に
従
っ
て
面
接
又
は
実
地
に
よ
る
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

施
設
・
設
備
の
整
備
計
画
の
進
捗
状
況
の
確
認

ⅰ)

審
査
意
見
へ
の
対
応
に
関
す
る
説
明
の
聴
取

ⅱ)

５

第
二
次
専
門
審
査
・
教
員
審
査

専
門
委
員
会

(1)
①

補
正
申
請
書
に
基
づ
き
書
面
審
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
是
正
意
見
、
改
善

意
見
又
は
そ
の
他
意
見
を
付
し
、
審
査
意
見
案
と
し
て
ま
と
め
る
。

②

個
人
調
書
に
係
る
補
正
申
請
書
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
審
査
を
行
い
、
教
員
の
資
格
を
判

定
す
る
。

審
査
会

(2)
①

是
正
意
見
が
付
さ
れ
な
い
場
合
、
判
定
案
を
「
可
」
と
し
、
改
善
意
見
を
基
に
留
意
事
項

案
を
作
成
す
る
。

②

是
正
意
見
が
付
さ
れ
る
場
合
（
８

の
場
合
を
除
く
。
）
、
判
定
案
を
「
不
可
」
と
し
、

(1)

不
可
理
由
案
を
作
成
す
る
。

６

総
合
調
整



運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
各
審
査
会
に
お
け
る
審
査
結
果
の
全
体
調
整
を
行
う

。

７

判
定分

科
会
に
お
い
て
、
全
体
調
整
を
経
た
判
定
案
に
基
づ
き
、

終
判
定
及
び
留
意
事
項
を
決

(1)
定
す
る
。

終
判
定
を
保
留
し
て
審
査
を
継
続
す
る
対
象
と
す
る
審
査
案
件
を
確
認
す
る
。

(2)
８

審
査
継
続
（
保
留
）

５

に
お
い
て
是
正
意
見
が
付
さ
れ
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

(1)

(2)

は
、
判
定
案
の
作
成
を
保
留
し
、
審
査
意
見
案
を
基
に
、
是
正
意
見
、
改
善
意
見
又
は
そ
の
他

意
見
を
付
し
、
審
査
意
見
と
し
て
ま
と
め
る
。

①

校
地
又
は
校
舎
の
整
備
が
遅
延
し
て
お
り
、
他
の
要
件
が
全
て
具
備
さ
れ
て
い
る
場
合

②

教
員
組
織
に
１
名
の
み
の
欠
陥
が
あ
る
場
合
で
、
他
の
要
件
が
全
て
具
備
さ
れ
て
い
る
場

合
③

特
定
の
是
正
意
見
（
①
及
び
②
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
対
応
が
必
ず
し
も
十
分
で

は
な
い
が
、
再
補
正
の
上

終
判
定
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

④

形
式
要
件
の
不
備
が
あ
り
、
若
干
の
猶
予
に
よ
っ
て
確
実
に
補
正
が
な
さ
れ
る
と
期
待
さ

れ
る
場
合

是
正
意
見
が
付
さ
れ
審
査
継
続
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
申
請
者
に
対
し
て
審
査
意
見
及

(2)
び
教
員
の
資
格
審
査
の
判
定
結
果
を
伝
達
し
、
当
該
審
査
意
見
を
踏
ま
え
た
補
正
申
請
書
の
補

正
が
あ
る
と
き
は
、

に
お
い
て
準
用
す
る
５
の
審
査
ま
で
に
再
補
正
申
請
書
の
提
出
を
求
め

(3)

る
。

及
び

の
場
合
の
審
査
手
続
は
、
５
か
ら
７
ま
で
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
、
５
の
「
第

(3)

(1)

(2)

二
次
専
門
審
査
・
教
員
審
査
」
を
「
第
三
次
専
門
審
査
・
教
員
審
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

９

早
期
認
可

各
審
査
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
審
査
会
に
お
け
る
審
査
を
終
了

し
、
分
科
会
に
判
定
案
を
「
可
」
と
す
る
旨
の
報
告
を
行
う
。

３
の
結
果
、
特
に
意
見
が
付
さ
れ
ず
、
か
つ
、
教
員
資
格
の
審
査
が
省
略
さ
れ
る
場
合

(1)

４
の
結
果
、
是
正
意
見
、
改
善
意
見
及
び
要
望
意
見
が
付
さ
れ
ず
、
か
つ
、
教
員
個
人
調
書

(2)
に
係
る
認
可
申
請
書
の
補
正
の
必
要
が
な
い
場
合

大
学
の
学
部
等
の
設
置
等
に
係
る
審
査

第
七
条

１

審
査
対
象

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
又
は
私
立
の
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置

(1)
大
学
の
大
学
院
の
設
置
、
大
学
院
の
研
究
科
若
し
く
は
研
究
科
の
専
攻
の
設
置
又
は
大
学
の
大

(2)
学
院
の
研
究
科
の
専
攻
に
係
る
課
程
の
変
更

高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置

(3)

大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設

(4)
２

審
査
期
間

審
査
期
間
は
、
開
設
年
度
の
前
年
度
の
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
で
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
査
方
針
の
決
定

審
査
方
針
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

審
査
手
続

審
査
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
４
か
ら
９
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

私
立
の
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
に
係
る
審
査

第
八
条

１

審
査
期
間

審
査
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
年

度
の
末
日
ま
で
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

学
則
変
更
年
度
の
前
年
度
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
申
請
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
学
則

(1)
変
更
年
度
の
前
年
度
の
五
月
か
ら
七
月
ま
で
と
す
る
。

学
則
変
更
年
度
の
前
年
度
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
申
請
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
学

(2)
則
変
更
年
度
の
前
年
度
の
八
月
か
ら
九
月
ま
で
と
す
る
。

２

審
査
手
続

分
科
会
に
お
い
て
、
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
審
査
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
特
に

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
面
接
又
は
実
地
に
よ
る
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

判
定

分
科
会
に
お
い
て
、
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

終
判
定
及
び
留
意
事
項
を
決
定
す
る
。

附

則

１

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

大
学
設
置
分
科
会
審
査
運
営
内
規
（
平
成
十
三
年
二
月
二
十
日
大
学
設
置
・
学
校
法
人
分
科
会

長
決
定
）
は
廃
止
す
る
。


